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檜山管内さくらます船釣りライセンス制を実施します。

令和６年１月１０日～令和６年５月２１日実施期間

さ く ら ま す
船 釣 り ラ イ セ ン ス 制

ライセンス制実施海域
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さくらます船釣りライセンス制は
●漁業法
●水産資源保護法
●北海道漁業調整規則
等の各規制を排除するものではありません。

北海道漁業調整規則で、次の事項は禁止されています。
●全長２０センチメートル未満のさけ・ます類の採捕
●次の河川の河口付近でのさけ・ます類の採捕
・４月１日から８月３１日まで
｢須築川｣ ｢太櫓川｣ ｢臼別川｣ ｢突符川｣
｢姫川｣ ｢石崎川｣ ｢見市川｣
・８月２０日から１１月３０日まで

「厚沢部川」「天野川」
・４月１日から１１月３０日まで

｢後志利別川｣「相沼内川」

さくらます船釣りはライセンスが必要です。

檜山管内さくらます船釣りライセンス制に関するお問合せは、

〒043-8558 檜山郡江差町字陣屋町336-3(檜山合同庁舎内)

檜山海区漁業調整委員会事務局
電話：0139-52-6556(直通)まで


